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建 設 課  



新たに認定を予定する町道について

路線名 起点（番地先） 終点（番地先）

高麗51号線 高麗二丁目319番15 高麗二丁目336番11

道路法（昭和27年法律第180号）抜粋

（市町村道の意義及びその路線の認定）
第８条 第３条第４号の市町村道とは、市町村の区域内に存する道路で、市町村長がその路線を認定し
たものをいう。

２ 市町村長が前項の規定により路線を認定しようとする場合においては、あらかじめ当該市町村の議
会の議決を経なければならない。

３～５ 省略

認定町道の要件

１．認定の基準
道路の起点及び終点がそれぞれ公道に接し、他の一方がこれに準ずる道路に連絡しており、原則と

して通り抜けができるもの。
２．認定の条件

都市計画法により築造された道路。

現在、町内には道路法に基づく認定町道は575路線ありますが、新たに、令和３年度に高
麗二丁目地内において開発された区域内の道路が、町が定める町道認定の要件に適合するこ
とから、町道認定を行うものです。

延長97.2M

起点

終点

大磯高麗ハイツ
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白地図に路線を→で表示

高麗51号線付近の認定町道路線網図

延長97.2M
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町道認定の一部廃止について

現在 廃止後

延長 457.4Ⅿ 355.8Ⅿ

幹線12号線

廃止後の終点

起点

現在の終点

今回の町道認定の一部廃止は、大磯駅前広場整備事業に伴い、東日本旅客鉄道株式会社横浜支社
（以下「ＪＲ」という。）所有地にかかる町道認定を外すことの協議が、ＪＲと整ったことから、
町道幹線12号線の一部を廃止するものです。
なお、町道認定の一部廃止により、公共公益的な機能や利用形態などに変化は生じません。

道路法（昭和27年法律第180号）抜粋

（路線の廃止又は変更）
第10条 都道府県知事又は市町村長は、都道府県道又は市町村道について、一般交通の用に供する必要がなく
なつたと認める場合においては、当該路線の全部又は一部を廃止することができる。路線が重複する場合に
おいても、同様とする。

２ 都道府県知事又は市町村長は、路線の全部又は一部を廃止し、これに代わるべき路線を認定しようとする
場合においては、これらの手続に代えて、路線を変更することができる。

３ 第７条第２項から第８項まで及び前条の規定は前２項の規定による都道府県道の路線の廃止又は変更につ
いて、第８条第２項から第５項まで及び前条の規定は前２項の規定による市町村道の路線の廃止又は変更に
ついて、それぞれ準用する。
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現在
一部廃止
する区間

廃止後

延長 457.4Ⅿ 101.6Ⅿ 355.8Ⅿ



一部廃止箇所の詳細

公 図

878番19

871番ロ

廃止後の終点

廃止後の終点

※「駅舎の位置」はイメージです

現在の終点

現在の終点

路線名
一部廃止する区間

起点（番地先） 終点（番地先）

幹線12号線 大磯字坂田山付871番ロ 大磯字坂田山付878番19
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